
旭川市水道局随意契約の公表について 

 

 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第３号の規定に基づく随意契約を行ったので，旭川市

水道局契約規程第１８条の２第３項の規定により公表します。 

 

  令和６年４月２４日 

 

旭川市水道事業管理者 佐 藤 幸 輝 

 

１ 契約の名称及び概要 

（１）契約の名称  水道局職員作業服売買 

  （２）契約の概要 

    ア 物品名及び数量 

作業服（長袖ブルゾン）２７着 （ワークパンツ）２１本  

（半袖ブルゾン）２０着 （ワークパンツ）２１本 

イ 納入期限 

      令和６年７月３１日まで 

ウ 納入場所及び問合せ先 

      旭川市上常盤町１丁目 旭川市水道局３階 

      上下水道部総務課管理係 

      電話 ０１６６－２４－３１６０ 

 

２ 見積徴収年月日  令和６年４月２４日 

 

 ３ 契約の相手方の氏名及び住所 

   旭川市東旭川町下兵村３７３ 

   社会福祉法人旭川光風会 指定障害福祉サービス事業所スリーエフ  

   施設長 髙根 優宏 

 

 ４ 購入金額 

    ３３６，８０９円（うち消費税及び地方消費税相当額３０，６１９円） 

 

 ５ 契約の相手方とした理由 

   次の選定基準を満たす唯一の施設であり，提出された見積金額が予定価格内であったため。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５条第１項に規定する障害福祉サービス事業（同条第７項に規定する生活介護，同条第１３

項に規定する就労移行支援又は同法第１４項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。）を

行う施設であること。 

  （２）旭川市内に拠点を有すこと。 

  （３）当該製品を縫製する能力を有すること。 


